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照明設備工　一式 
擁壁工　一式 
舗装工　一式

随意契約理由 
　本工事は、中央二丁目湯田温泉四丁目線道路整備工事（２工区）の附帯工事
であり、道路構造物を施工するにあたって影響範囲となった舗装の復旧や市民
会館敷地内の外灯の復旧及び既設水路との取付擁壁の施工を行うものです。 
　本体工事の施工業者に施工させた場合、工期の短縮や経費節減となるなど有
利であると認められ、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号に該当す
ることから、本体工事の受注者である石山建設株式会社と随意契約を締結する
ものです。 
　また、相手方が限定されるため、見積り合わせを省略するものです。

中央二丁目湯田温泉四丁目線道路整備工事（２工区）に伴う附帯工事

工 事 場 所

契 約 番 号 ５０８１０００１２４

工 　 　 期 令和　８年　５月２９日 令和　８年　６月３０日

工 事 概 要

所　　属 都市整備部都市整備課

工　事　名

理 　 　 由

入札・契約の方法 随意契約

契 約 の 相 手 方

契約金額（税込）

契 約 内 容 表

当初契約

年　　度 令和　８年

石山建設株式会社                        

山口市　亀山町外　地内

工 事 種 別 土木一式工事

契　約　日


